
【調整の内容】

要求取下げ。

　事業概要等

- - - - -

　

１　事業の概要
　　平成30年度から債務負担行為を設定している公文書館情報管理システムの開発・運営では、データセンターとの通信
　の際、専用線を介して、情報システム課所管の県コンピュータセンターを経由している。
　　県コンピュータセンターは、令和２年９月に現契約が終了し、10月から新たなコンピューターセンターが稼働するが、
　同センターと公文書館のデータセンターの接続のため、新たな専用線の利用を開始するもの。
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局名 政策局 所属名 情報公開広聴課　（直通　045-210-3714） （単位　千円）

 

債　務　負　担　行　為　見　積　書
2 年度

新公文書館情報管理システムの開発・運営に係る専用線利用料 （単位：千円）

２年度 ３年度 ４年度 ５年度 合計

5,676 5,676 19,866

対象費用

専用線利用料 委託料 2,838 5,676
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